


2

　
平
成
26
年
１
月
12
日
（
日
）壬
生
中
央
公

民
館
大
ホ
ー
ル
で
第
65
回
成
人
式
が
行
な

わ
れ
、
成
人
を
迎
え
る
３
６
４
名
の
う
ち

２
９
４
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
新
成
人
で
構
成
さ
れ
た
運
営
委
員
（
斉

藤
天
馬
委
員
長
他
19
名
）
が
受
付
、
式
典

の
運
営
及
び
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
の
企
画
運

営
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
中
学
生
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
32
名
が
新
成
人
の
受
付
と
会

場
案
内
、
記
念
写
真
撮
影
の
誘
導
を
補
助
し
、

壬
生
町
花
の
街
づ
く
り
の
会
の
皆
さ
ん
が

新
成
人
者
を
迎
え
る
玄
関
を
色
と
り
ど
り

の
プ
ラ
ン
タ
ー
で
飾
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
地
域
の
方
々
に
祝
福
さ
れ
た
成
人
式
は
、

寒
波
の
襲
来
に
も
か
か
わ
ら
ず
晴
天
に
恵

ま
れ
、
穏
や
か
な
天
候
の
よ
う
に
式
典
は

滞
り
な
く
行
な
わ
れ
ま
し
た
。

　
式
典
で
は
、
主
催
者
を
代
表
し
て
小
菅

一
弥
町
長
、
来
賓
を
代
表
し
て
大
島
菊
夫

町
議
会
議
長
、
佐
藤
勉
衆
議
院
議
員
、
佐

藤
良
県
議
会
議
員
か
ら
新
成
人
に
向
け
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
壬
生
中
学
校
、
南
犬
飼
中
学
校
吹
奏
楽
部
、

み
ぶ
吹
奏
楽
団
の
皆
さ
ん
が
国
歌
、
町
民

の
歌
の
伴
奏
を
行
い
、
町
民
の
歌
斉
唱
で
は
、

壬
生
町
民
の
歌
広
報
大
使
の
松
山
美
由
紀

さ
ん
の
歌
声
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
で
は
、
中
学
時
代
の

恩
師
か
ら
あ
い
さ
つ
を
い
た
だ
き
、
抽
選

会
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
最
後
に
、
記
念

写
真
の
撮
影
を
し
て
終
了
し
ま
し
た
が
、

会
場
の
外
で
は
色
鮮
や
か
な
和
服
姿
や
凛
々

し
い
ス
ー
ツ
姿
の
新
成
人
が
互
い
の
近
況

を
報
告
し
あ
っ
た
り
、
写
真
を
撮
り
あ
っ

た
り
と
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
楽
し
ん
で
い

ま
し
た
。

さ
い

と
う  

て
ん   

ま



3

さ
い
 

と
う
 
 
 
て
ん
 
ま

平
成
26
年
１
月
12
日

新
成
人
代
表

斉
藤
　
天
馬



4

国民健康保険の届出について国民健康保険の届出について
　下記の事由により国民健康保険資格に変更が生じたときは、
町役場窓口もしくは出張所へ14日以内に必ず届出してください。

※印鑑（認印）と本人確認のできるもの（運転免許証等）を必ずお持ちください

　医療機関窓口で支払う自己負担額の負担割合が１割負担の方について、平成２６年
３月まで１割に据え置かれていましたが、医療制度改革により、４月以降の負担割合
について変更が生じる可能性があります。
　国の方針が決まりましたら、対象者の方には新しい高齢受給者証をお送りいたします。
（１割負担の方のみ）。

70歳から74歳までの窓口自己負担割合について70歳から74歳までの窓口自己負担割合について

平成26年３月まで　 平成26年４月から

１割負担

事　　　　　　由 手続に必要なもの事　　　　　　由 手続きに必要なもの

他の市区町村から転入したとき 転出証明書

職場の健康保険を喪失したとき
・健康保険資格喪失証明書
（被扶養者がいない場合は退職
　証明書でも可）
・年金証書(年金受給者の方)

他の市区町村に転出するとき 国民健康保険証

職場の健康保険に加入したとき 国民健康保険証と加入した
社会保険証

壬生町内で転居したとき 国民健康保険証
世帯主や世帯員に変更があったとき 国民健康保険証
修学などのため他市区町村へ住所
を変更するとき 国民健康保険証と在学証明書など

修学により壬生町国保を取得して
いた方が卒業・退学したとき

国民健康保険に加入

国民健康保険を喪失

そ　の　他　届　出

国民健康保険証と卒業証明書
（卒業証書）・退学証明書など

※国民健康保険証を紛失したときは、印鑑と本人確認のできるもの(運転免許証等)を持参
　の上、ただちに保険証の再交付申請をしてください。

★壬生町国民健康保険の資格を喪失したときは、医療機関等で壬生町国民健康保険の保険
　証を絶対に使用しないでください。上記のとおり、保険証を返還のうえ届出いただきま
　すようお願いいたします。

町民生部住民課　国保年金係　　８１－１８３２問合せ先

国の方針により負担割合が決定
（現在未定）



人間ドック・脳ドック
検診費用助成金
申込受付について

下記のすべての項目に該当される方
① 壬生町国民健康保険に加入している被保険者
② 検診時に年齢35歳以上75歳未満の方
③ 壬生町国民健康保険税を完納している世帯に属
　 する方

◎検診医療機関及び検診日程につきましては、受付当日に会場でお知らせいたします。
　また、申請書類等は会場に備え付けますので、当日会場でご記入いただきます。

助成対象者

助成金額

一斉受付 8：00から整理券配布
8：30から整理番号順に受付

　平成26年度分の助成をご希望の方は、下記により受付いたしますので、申請をお願い
いたします。
　また、平成26年度から、皆様に検診を受診する機会を多くご提供できるよう、人間ド
ックと脳ドックについて１年にどちらか一方のみの費用を助成することになりました。
また、平成25年度に脳ドックを受診された方につきましては、平成26年度の脳ドック検
診費用の助成を受けることはできませんのでご了承ください。

町民生部健康福祉課健康増進係 　　８１－１８８５

人間ドック検診助成

脳ドック検診助成

日帰りコース

１泊２日コース

20,000円
30,000円
20,000円

ドック助成の種類 コ　ー　ス 助　成　額

問合せ先

※平成26年度特定健診を受診予定の方は対象外となりま
　すのでご注意ください。

※一斉受付終了（12：00を予定）後の申請は、随時、役場本庁で
　受付いたします。

●壬生町国民健康保険証
●印鑑（認印）

人間ドック・脳ドック
検診費用助成金
申込受付について

人間ドック・脳ドック
検診費用助成金
申込受付について

人間ドック・脳ドック
検診費用助成金
申込受付について

日　時

場　所

持参して
いただくもの

4月8日（火）
壬生町保健福祉センター

5

Check！！

①１年間に受けられる検診費用助成は人間ドックまたは脳ドックのどちらか一方のみになり
　ました。
②脳ドック検診費用助成については１年おきになりました。

【平成２６年度から変更になった点】

～～～～～～～
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平成26年度分　壬生町国民健康保険
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よ
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っ
越
し
の
季
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到
来
で
す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど

い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で
す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
る
方
は
、
必
ず

で
引
っ
越
し
を
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は

詳
し
く
は
「
く
ら
し
の
便
利
帳
」

「
く
ら
し
の
便
利
帳
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
電
話
に
て

お
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

い
よ
い
よ
引
っ
越
し
の
季
節
到
来
で
す
。
進
学
や
就
職
、
転
勤
な
ど
で
引
っ
越
し
を
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
「
く
ら
し
の
便
利
帳
」
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
お
電
話
に
て
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

の

引
っ
越
し

季
節
到
来

他市区町村から壬生町に
引っ越して来たとき 転入届

壬生町内で
引っ越しをしたとき

引っ越した日から
1４日以内転居届

壬生町から他市区町村へ
引っ越すとき

引っ越しする
予定の日の
前後１４日以内

転出届

前市区町村の
転出証明書が
必須です

※上記届出の際、その他関連する手続きが必要になることがありますので、
　事前にお電話などでお問い合わせください。

引っ越しの内容 届出の種類 届出の期間 注意事項

各種届出のときは、届出に来た方の
　　本人確認書類（免許証や保険証など）と
　　　　　　　　　　ご印鑑が必要になります！

～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～

引っ越した日から
1４日以内

住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書をお持ちの方はお
手続きの際必ずお持ちください。また、これらのカードをお持ちの方の
お手続きは役場本庁住民課でお願いします。

水道の閉栓手続きを忘れずに！水道の閉栓手続きを忘れずに！
●引っ越しの日が決まりましたら、前もって水道課へ閉栓の手続きをしてください。 
　（使用者ご本人からの手続きは、電話にてお受けしております。）ご連絡の際は、
　住所・氏名・引っ越し日時・引っ越し先をお知らせください。
●引っ越しまでの水道料金（精算分）は、前回の検針日から引っ越しまでの使用量
　をもとに計算いたします。
●連絡（閉栓の手続き）をいただきませんと、水道を使用されていなくても、引き
　続き料金がかかってしまいますので、必ず水道課へご連絡をお願いいたします。

町建設部水道課　　８２－２２６０　 （徴収事務受託者　㈱日本ウォーターテックス）問合せ先

各
種
届
出

各
種
届
出
も
お
願
お
願
い
し
い
し
ま
す
ま
す
！

各
種
届
出
も
お
願
い
し
ま
す
！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

●町内の学校間での転校
　転居届をする際に、転校前に在学してい
た学校の発行する「在学証明書」「教科書給
与証明書」を持って手続きをしてください。
●町外への転校
　在学していた学校の発行する「在学証明書」「教
科書給与証明書」「日本体育・学校健康センタ
ーの加入に関する書類」を持って、転校先の市
町村教育委員会で手続きをしてください。
●町外からの転校
　転入届をする際に、転入前に在学してい
た学校が発行する「在学証明書」 「教科書給
与証明書」「日本体育・学校健康センターの
加入に関する書類」を持って手続きをして
ください。
【問合せ先】
町教育委員会学校教育課学校教育係
　　　　　　　　　　　　８１―１８７１

転校するとき
　国民健康保険に加入されている方が、進
学のため、他の市町村等に転出する場合、引
き続き壬生町の国保に加入することになり
ますので手続きをしてください。
必要なもの
●国民健康保険被保険者証
●在学証明書 　●印鑑
【問合せ先】
町民生部住民課国保年金係
　　　　　　　　　　　　８１―１８３６

町民生部住民課　　８１―１８２４
稲葉出張所　　　　８２―１００２
南犬飼出張所　　　８６―０００４

問合せ先
町民生部住民課　　８１―１８２５

進学するとき

手続き先
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　統計調査の代表といえば「国勢調査」がありますが、その他にも毎年様々な
統計調査が実施されています。壬生町では、国が実施する各種統計調査の調査
活動にあたっていただく統計調査員を募集しています。興味のある方は、ご連
絡ください。

☆今年度は、「住宅・土地統計調査」「工業統計調査」がありました。
☆来年度は、「経済センサス－基礎調査及び商業統計調査」「全国消費実態調査」
　　　　　　「工業統計調査」「農林業センサス」があります。

問合せ先　町経済部商工観光課統計係　　81－1846

○調査員事務説明会に出席
○調査関係書類（名簿、地図など）の作成
○調査対象者（世帯、会社等）への「調査票」の
　配付と記入依頼
○「調査票」の回収及び点検
○「調査票」の整理及び提出

○調査の都度任命される「非常勤の公務員」です。　　　　　　　　　　　　　　　
○任命期間は２か月程度です。

統計調査の依頼

○町では、調査の規模により「必要な調査員の人数」、
　「調査対象となる区域」等に応じて、調査員登録者の中
　から依頼をします。
○依頼方法は、町からの電話によります。

○報酬額は調査により異なりますが、おおむね
　３～４万円程度です。

担当する区域

○担当していただく「調査区」は、徒歩または自転車で
　の調査活動が可能と判断される範囲の中で決定します。

統計調査員の身分

報　　酬

統計調査員の主なしごと

※ただし、20歳以上の町内在住の方で警察官、税務職員、選挙に関係のない方。
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　家庭での使用済パソコンを有益な資源として再利
用するために、平成15年10月１日から「資源有効利
用促進法」にもとづいた“PCリサイクル”が実施
されております。
　この“PCリサイクル”により、鉄・銅・アルミ・
プラスチックはもちろん、金・銀・コバルトのよう
な希少金属まで、資源として再利用できます。この“
PCリサイクル”は消費者の皆様とメーカー等が協
力して次のように実施しています。
　

※１　ご購入時の標準添付品（マウス、キーボード、
　　　ケーブル等）も一緒に回収します。
※２　マニュアル、FD・CD- ROM等の記憶媒体、
　　　プリンタ等の周辺機器、ワープロ専用機、
　　　PDA（携帯情報端末）は対象となりません。

①パソコンのメーカーに直接回収を申し込みます。
　※“PCリサイクル”開始前に購入したものは、回
　　収再資源化料金がかかります。
②パソコンを簡易梱包し、メーカーから送付され
　てくる“エコゆうパック伝票”を貼付します。
③最寄りの郵便局に持ち込むか、郵便局に戸口集
　荷を依頼します。
④集められた使用済パソコンは再資源化センター
　に配送され、再資源化されます。

　なお、回収するメーカーがない場合や、メーカーが
明らかでない場合は、「有限責任中間法人　パソコン
３Ｒ推進センター」が、有償で回収・再資源化します。

◎問合せ先　●パソコンメーカー各社
　　　　　　●パソコン３Ｒ推進センター
　　　　　　　03-5282-7685
URL http://www.pc3r.jp/uketsuke.html

①デスクトップパソコン
②ノートパソコン
③CRTディスプレイ（一体型パソコン含む）
④液晶ディスプレイ（一体型パソコン含む）

“PCリサイクル”の対象となる機器は、
下記の通りです。

左記の機器が不要になりましたら、
下記のような手順で
リサイクルを実施いたします。

1

3

パソコンが家庭で不要になったら、メーカー等に回収を申し込みます。その際、
PCリサイクルマークのない製品は回収・リサイクル料金をご負担頂きます。

お申し込み方法・お問い合わせについては、各メーカーのホーム
ページ又は（社）電子情報技術産業協会（JEITAパソコン3R 
http://www.pc3r.jp）のホームページ等でご確認ください。

●お客様に
　エコゆうパック伝票
　を郵送します。

最寄りの郵便局※に持ち込むか、郵便
局に戸口回収の依頼の連絡をします。
※簡易郵便局を除きます。

●集めた使用済パソコンをメーカー等の
　再資源化センターに配送します。

●お客様が大切にしてい
　たパソコンをきちんと
　再資源化します。

不要になったパソコン
メーカーのリサイクル受付

メーカーの再資源化センター

郵 便 局

戸口回収

配 送

回収申込

エコゆうパック
伝票

お持ち込み

2 パソコンを簡易包装し、
伝票を貼付します。

パソコンユーザー

パソコンパソコン
メーカーに直接回収を申し込みましょう

は
家庭で
不要になった
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1 対象機器を買換える場合や
購入した小売店がわかっている場合

　小売店に引取ってもらいます。その際に、処
理料金（リサイクル料金）と収集・運搬料金を小
売店に支払います。

家
電
小
売
店

収集・運搬料金
+

処理料金 処理料金

エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機 衣類乾燥機 液晶・プラズマテレビ

家
電
メ
ー
カ
ー

消
　
費
　
者

家電リサイクル法の対象機器

2 左記以外（買った小売店が不明、
通信販売で購入など）

許
可
業
者

収集・運搬料金

納付
証明書

処理
料金

処理
料金

家
電
メ
ー
カ
ー

消
　
費
　
者

　壬生町一般廃棄物処理業許可業者（許可業者）
に収集・運搬を依頼します。
　その際、事前に最寄りの郵便局で処理料金（リ
サイクル料金）を（財）家電製品協会家電リサイク
ルセンター（RKC）に振込み、納付証明書を家電
製品に添付します。許可業者には、収集・運搬
料金のみを支払います。

※エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機を廃棄する場合は

処理料金（リサイクル料金）
（消費税込） 収集運搬料金+ が必要となります。

郵 便 局
※許可業者につきましては、下表に掲載しています。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、
ごみステーションに出せません。

注１

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機は、
清掃センターに持ち込めません。

注２

壬生町一般廃棄物処理業許可業者一覧表（家電６品目収集運搬業者）
業　者　名 住　所 電話番号No.

◎問合せ先　●壬生町清掃センター  　82-3424

業　者　名 住　所 電話番号No. 業　者　名 住　所 電話番号No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 

26 

27

28

29

30

31

株式会社大商 栃木市惣社町
2181

0282（27）
8248

いずみ産業
株式会社

宇都宮市
下平出町198-2

028（664）
1115

株式会社
目黒商事

宇都宮市上野町
6078-1

028（661）
5827

有限会社関東
実行センター

小山市花垣町
1-12-10

0285（23）
3026

エイチエス
株式会社

宇都宮市
下荒針町3406-4

028（649）
3663

有限会社静井商会
リサイクル

栃木市大平町
西水代2534-1

0282（43）
8788

株式会社県央資源
総合リサイクル

下野市石橋
693-8

0285(53)
5782

野澤総業 宇都宮市下栗町
1459-3

028（656）
1523

有限会社
セイゴウ

宇都宮市平出
工業団地43-120

028（613）
3860

有限会社
アタカサービス

宇都宮市石井町
365-11

028（656）
6250

有限会社ファースト
コーポレーション

宇都宮市
満美穴町25

028（667）
5430

有限会社岸興業 栃木市野中町
1381-11

0282（23）
5212

家電リサイクル対象器機に

液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機
が加わりました

家電リサイクル対象器機に

液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機
が加わりました

家電リサイクル対象器機に

液晶テレビ・プラズマテレビ、衣類乾燥機
が加わりました

リサイクル料金は清掃センターへ、
収集運搬料金は下記業者へ
お問合せください。

平成25年11月1日現在

企業組合とちぎ
労働福祉事業団

宇都宮市西川田
7-1-2

028（645）
5561

株式会社結南ク
リーンセンター

壬生町大字壬生
乙3550-1

0282（33）
0101

相良運輸
株式会社

宇都宮市今宮
4-5-36

028（684）
2100

有限会社
大林環境サービス

下野市上古山
8-5

0285（53）
5584

有限会社
マルショー

壬生町大字安塚
1857-1

0282（86）
5443

栃南産業
株式会社

下野市下古山
947

0285（53）
5557

有限会社
ミサキ商事

壬生町大字藤井
1842

0282（82）
1776

戸崎商店 壬生町大字藤井
1734

0282（82）
2542

鈴運メンテック
株式会社

宇都宮市鶴田町
920-1

028(648)
6241

程塚商事
株式会社

宇都宮市元今泉
3-8-5

028（653）
5282

篠原運送店 壬生町大字藤井
2438-6

0282(82)
7589

有限会社
ごみやさん

鹿沼市富岡
92-2

0289（65）
5221

有限会社
坂本商事

栃木市皆川城内町
2989-4

0282(30)
1120

三正運輸
株式会社

小山市扶桑
1-8-17

0282（82）
4100

株式会社
マックテック

宇都宮市針ヶ谷
町685-4

0282（81）
0538

有限会社
栃北興業

栃木市平柳町
1-5-12

0282（27）
5336

関東資源
株式会社

真岡市荒町
5218

0285(84)
1161

中川商事 宇都宮市石井町
3413-63

028(656)
5586

株式会社
中日産業

壬生町大字安塚
1716

0282(86)
3163
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上下水道料金等改定のお知らせ
　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により、
消費税率が現行の５％から平成26年４月１日より８％に引き上げられます。
これに伴い、上下水道料金及び水道利用加入金を下記のとおり改定することとなりました。
　改定日は平成26年４月１日です。
　なお、改定後の上下水道料金の適用は、平成26年７月検針分から（休止精算分は６月分から）となります。
（水道利用加入金は平成26年４月１日申請分から改定後の金額が適用となります。） 

新 料 金 表

【上下水道料金（２ヶ月当り）】

【水道利用加入金】

上段：税抜金額
中段：消費税及び地方消費税
下段：税込金額 

上段：税抜金額
中段：消費税及び地方消費税
下段：税込金額 

用　途 水量（　） 水道料金

量水器の口径 現　　行 改定後

13ミリメートル
40,000円
2,000円
42,000円

40,000円
3,200円
43,200円

量水器の口径 現　　行 改定後

50ミリメートル
1,000,000円
50,000円

1,050,000円

1,000,000円
80,000円

1,080,000円

下水道使用料
現　行 現　行改定後 改定後

1,520円
     76円
1,596円
     57円
　　2円 85銭
     59円 85銭
   144円
　　7円 20銭
   151円 20銭
   149円
　　7円 45銭
   156円 45銭
   154円
　　7円 70銭
   161円 70銭
   159円
　　7円 95銭
   166円 95銭
   164円
　　8円 20銭
   172円 20銭
5,340円
   267円
5,607円
   162円
　　8円 10銭
   170円 10銭
   24,000円
     1,200円
   25,200円
   120円
　　6円
   126円
2,660円
   133円
2,793円
   144円
　　7円 20銭
   151円 20銭

1,200円
     60円
1,260円

1,520円
   121円 60銭
1,641円 60銭
     57円
　　4円 56銭
     61円 56銭
   144円
     11円 52銭
   155円 52銭
   149円
     11円 92銭
   160円 92銭
   154円
     12円 32銭
   166円 32銭
   159円
     12円 72銭
   171円 72銭
   164円
     13円 12銭
   177円 12銭
5,340円
   427円 20銭
5,767円 20銭
   162円
     12円 96銭
   174円 96銭
   24,000円
     1,920円
   25,920円
   120円
　　9円 60銭
   129円 60銭
2,660円
   212円 80銭
2,872円 80銭
   144円
     11円 52銭
   155円 52銭

1,200円
     96円
1,296円

2,520円
   126円
2,646円

   157円
　　7円 85銭
   164円 85銭

   157円
　　7円 85銭
   164円 85銭

   126円
　　6円 30銭
   132円 30銭
   136円
　　6円 80銭
   142円 80銭
   147円
　　7円 35銭
   154円 35銭

2,520円
   201円 60銭
2,721円 60銭

   157円
     12円 56銭
   169円 56銭

   157円
     12円 56銭
   169円 56銭

   126円
     10円 08銭
   136円 08銭
   136円
     10円 88銭
   146円 88銭
   147円
     11円 76銭
   158円 76銭

基本料金
基本料金

従量料金
（１　当り） 超過料金

（１　当り）

従量料金
（１　当り）

基本料金

従量料金
（１　当り）

基本料金

従量料金
（１　当り）

１栓
10分間につき

基本料金

0　　

1から    20まで

21から    80まで

81から   200まで

201から　400まで

401から1,000まで

1,001以上              

40まで

41以上              

200まで

201以上              

20まで

21以上              

1　につき      

一般用

団体用

浴場用

共用栓

臨時用

消火栓を公共の用以外の
ための臨時給水を行うた
めに使用する場合

料金改定のご案内
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　社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な
改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律
の施行により、消費税率が現行の５％から平成26年４
月１日より８％に引き上げられます。
　これに伴い、農業集落排水使用料を下記のとおり改
定することとなりました。改定日は平成26年４月１日
です。なお、改定後の料金適用は５月請求分からとな
ります。（４・５月分を請求）

【料金計算例】　
　　…３人家族の場合（２か月あたりの使用料）

○世帯割（４，３２０）+人員割（１，０８０）×３
　＝　７，５６０円（税込）

【料金比較】　…　２ケ月あたりの使用料（税込）上段：税抜金額
中段：消費税及び地方消費税
下段：税込金額

【新料金表（２か月あたり使用料）】

お問い合せ 町建設部　下水道課集落排水係　　0282－81－1841

お問い合せ 水道課業務係　　0282－82－2260 
下水道課業務係　　0282－81－1858

世帯割

人員割

現行
４，０００円
２００円

４，２００円
１，０００円

５０円
１，０５０円

４，０００円
３２０円

４，３２０円
１，０００円

８０円
１，０８０円

改定後

世帯あたり人数 現行料金

１名

２名

３名

４名

５名

６名

5,250円

6,300円

7,350円

8,400円

9,450円

10,500円

改定後料金

5,400円

6,480円

7,560円

8,640円

9,720円

10,800円

比較増減

150円

180円

210円

240円

270円

300円

料 金 計 算 例

使 用 水 量 ご と の 料 金 比 較

使用水量 水　道　① 下　水　道　② 合　計　（　①　＋　②　）
現行料金

水道13,008円＋下水道11,620円＝24,628円（税込）がご請求額になります。

水 道 料 金 下 水 道 使 用 料

基本料金          2,721円60銭

一般用・２ヶ月分・消費税込み

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

110,000円
5,500円

115,500円
190,000円
9,500円

199,500円
270,000円
13,500円
283,500円
610,000円
30,500円
640,500円

110,000円
8,800円

118,800円
190,000円
15,200円
205,200円
270,000円
21,600円
291,600円
610,000円
48,800円
658,800円

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル以上

2,500,000円
125,000円
2,625,000円
5,200,000円
260,000円
5,460,000円

管理者が定める額 管理者が定める額

2,500,000円
200,000円
2,700,000円
5,200,000円
416,000円
5,616,000円

1,596円
1,895円
2,194円
2,793円
5,817円
11,865円
14,994円
22,816円
30,639円

現行料金
2,646円
2,646円
2,646円
2,646円
5,292円
10,584円
13,440円
20,580円
27,720円

現行料金
4,242円
4,541円
4,840円
5,439円
11,109円
22,449円
28,434円
43,396円
58,359円

改定後料金
1,641円
1,949円
2,257円
2,872円
5,983円
12,204円
15,422円
23,468円
31,514円

改定後料金
2,721円
2,721円
2,721円
2,721円
5,443円
10,886円
13,824円
21,168円
28,512円

改定後料金 比較増減
4,362円
4,670円
4,978円
5,593円
11,426円
23,090円
29,246円
44,636円
60,026円

120円
129円
138円
154円
317円
641円
812円
1,240円
1,667円

農業集落排水使用料改定のお知らせ

料金改定のご案内
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　３月１日（土）から７日（金）までの７日間は、春の全
国火災予防運動週間です。
　この運動は、乾燥する日が続き火災が発生しやすい時期
となる為、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生
を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を減少させる
とともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。

12

※既存の住宅を含めたすべての家庭に住宅用火災警報器の設置が義務化さ
　れました。大切な命を守るためのものですので、早期の設置をお願いしま
　す。

※老朽化した消火器の破裂事故が発生しています。腐食している消火器は
　絶対に使用せず、回収を行っている業者へ廃棄処理を依頼してください。
　また、訪問販売等の不適切な業者にご注意ください。

プラグにホコリをためない。

電気器具は、
正しい
使い方を。



　近年、ご自宅にて訪問介護や治療等を受ける機会が増え　近年、ご自宅にて訪問介護や治療等を受ける機会が増え、それに伴い今までは排出され、それに伴い今までは排出され
ることがなかった物がごみとして出される例が増えてきまることがなかった物がごみとして出される例が増えてきました。廃棄する場合は、品目にした。廃棄する場合は、品目に
より、燃やすごみ・燃やさないごみ・燃えないごみに分けより、燃やすごみ・燃やさないごみ・燃えないごみに分けて、下記のように出して下さいて、下記のように出して下さい。

　近年、ご自宅にて訪問介護や治療等を受ける機会が増え、それに伴い今までは排出され
ることがなかった物がごみとして出される例が増えてきました。廃棄する場合は、品目に
より、燃やすごみ・燃やさないごみ・燃えないごみに分けて、下記のように出してください。

区　分 品　目 分け方・出し方

ごみ収集所に出
せる物

※直接清掃セン
ターに持ち込む
こともできます。
（ただし、50
㎏以上になった
場合には有料に
なります）

いずれも３０センチ未満のもの
・点滴パック・ＣＡＰＤパック（汚物・残存物を除去する）
・脱脂綿・ガーゼ（必ず小袋に入れてから出す）
・試験紙
・チューブ・カテーテル（汚物・残存物を除去し、長さ
　30センチ未満に切って出すか、１０センチ程度の長さ
　にしばって出す。（いずれも小袋に入れる）長さ30セ
　ンチ以上のままでは出せません。）

いずれも３０センチ未満のもの
・紙おむつ（汚物・残存物を除去する）
・薬の外袋（ビニール・プラスチック）
・薬の梱包材（ビニール・プラスチック）
・薬の容器（ビニール・プラスチック）
・服用しなかった薬、薬の外袋（紙）

【可燃】
①必要に応じ、一度、小さな
　ポリ袋に入れた後、他の廃
　棄物と一緒にゴミ用のポリ
　袋に入れて出します。　
②ポリ袋の口は、空気を出し
　てしっかり封じ、液漏れの
　無いようにします。
③燃えるごみの日に（１０セ
　ンチ以上の大きさで　在　
　と袋に表示して）出してく
　ださい。

◎　出し方（参考図）

薬・消毒薬等の空きびん（必ず中身を空にする）

薬の容器（30センチ以上の硬質プラスチックのもの・必ず
中身を空にする）

ごみ収集所に出
せない物（町で
は処理しない
物）

・注射器、注射針、チューブ・カテーテルに付属する針
　等の感染性廃棄物。
・インスリン自己注射用ペン型注射筒・カートリッジ及
　び注射針や微量採血針。

上記以外のものがある場合には、町清掃センター（　82－3424）又は医療機関にお問い合わせください。

【ガラス・びん】
ガラス・びんの日に（別途、透
明な袋に入れて）出してくだ
さい。

【可燃】
燃えるごみの日に通常どおり
の方法により出してください。

【不燃】
燃えないごみの日に（別途、透
明な袋に入れて）出してください。

かかりつけの医院・病院、若
しくは、調剤薬局等にご相談
ください。

栄養剤バッグ ストーマ袋 CAPDパック チューブ類 カテーテル
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　家庭環境の多様化や地域社会の変化等により、子育てやしつけについて悩みを抱えたり、孤独を感じた
りする保護者の増加が指摘されています。こうした状況を踏まえ、壬生町では、家庭の教育力向上及び保
護者どうしのゆるやかなつながりづくりを目的とした「子育て・親育ち講座」を開催しています。これま
での小・中学校、保育園・幼稚園、各地域団体等との協働による講座に加え、今年度からは、こども未来
課との協働による、より幼いお子さんをもつ保護者を対象とした講座も開催しています。講座の企画・運
営は、栃木県家庭教育オピニオンリーダー等で構成する「壬生町家庭教育支援チーム」が担当し、オープ
ンスクールなどあらゆる機会を利用して実施しています。
　この「子育て・親育ち講座」は、保護者が子へのかかわり（＝家庭教育）をふりかえるための支援であり、
それは「保護者が元気になるための支援」でもあります。学校の教育力と家庭の教育力がしっかりと結び
あい、明日を担う壬生町の子どもたちが元気に健やかに育っていけますよう、家庭教育支援へのご理解と
ご協力をよろしくお願いします。
　詳しくは生涯学習課　　０２８２－８１－１８７３までお問い合わせください。

【保護者どうし情報・意見交換するワールド・カフェ形式での講座】

【こども未来課との協働による講座】

平成２５年度開催講座実績（1月２４日現在）

・就学時健康診断時を活用した講座
・小学３年生の子をもつ親を対象とした講座
・思春期の子をもつ親を対象とした講座
・保育園、幼稚園における講座
・各地域団体との協働による講座
・こども未来課との協働による講座

参加者３４５名
参加者３１２名
参加者５３４名
参加者２８０名
参加者３１０名
参加者２２２名

全８講座
全６講座
全７講座
全５講座
全５講座
全９講座
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お問合せ　壬生町児童館　
　８２－７３８８

他に、いちご摘み、オモチャ作
り、楽器遊び、簡単おやつ作り
など…
親子で楽しめる活動をしています。
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町教育委員会事務局生涯学習課社会教育係　　８１－１８７３問合せ先

中学生の地域活動推進へのご支援
ありがとうございました

約380名の町内中学生が地域活動で大活躍！
中学生の地域活動推進へのご支援
ありがとうございました

約380名の町内中学生が地域活動で大活躍！
中学生の地域活動推進へのご支援
ありがとうございました

約380名の町内中学生が地域活動で大活躍！

　壬生町教育委員会では、平成24年４月より「中学生の地域活動」を推進してきており
ます。２年目である平成25年度は、延べ381名（事務局が把握している数）の中学生が様々
な機会に地域活動に参加しました。地域の皆さんと交流する中で、中学生の清々しい笑
顔がたくさん見られました。

中学生の地域活動推進へのご支援
ありがとうございました

平成25年度

地域活動に励んだ中学生の言葉（各活動後のふりかえりの中から一部を紹介します）
●壬生町の大人の方はみんな優しくて、たくさんの人が話しかけてくださいました。今回の活動
　をとおして、少し大人に近づけた気がしました。
●皆さん優しく接してくださって、こんな大人になりたいと思いました。
●いろんな人の笑顔や「ありがとう」の一言がとてもうれしかったです。たくさんの人を笑顔に
　できたし、私自身もたくさん元気をもらったのでよかったです。壬生町っていいな！

町や地域の行事に参加してよかったことは何ですか？
（中学生へのアンケート結果のうち回答率が高かったもの）
●達成感を味わうことができた。
●誰かの役に立つうれしさを感じ取れた。
●いろいろな人と交流できた。
●あたたかい言葉をかけてもらえた。

 中学生たちは、壬生町の皆様のあたたかいご支援により、地域活動をとおして自己有用感や自己肯定感を
育んでいます。活躍の機会をご提供くださいました地域団体や自治会の皆様に心より感謝申し上げます。
中学生による地域活動が、世代をこえた交流の場、地域住民が一体となったまちづくりの機会として高め
ていけるよう、今後も本事業へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。
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「広報みぶ」「町ホームページ」に
広告を載せてみませんか？

「広報みぶ」「町ホームページ」に
広告を載せてみませんか？

※広告の内容に関しましては、広告主が責任を持つことになります。町が広告主の取り扱う商品
　等を推奨するものではないことをあらかじめご了承ください。

○有料広告掲載とは

◎広報みぶ　毎月23日発行、発行部数12,100部

町が管理する広告媒体に、企業や会社のＰＲ、事業やイベントの宣伝など、町民の暮らし
に役立つ広告を有料で掲載するものです。
「壬生町広告掲載事業実施要綱」や広告媒体ごとの「…掲載取扱要領」を定め、これらに
基づいて、町の社会的信頼性及び公平性を損なうことのない信用度の高い広告の募集、掲
載を行っています。

※上記の実施要綱や取扱要領は、町のホームページにてご覧になることができます。

※募集締切は発行月の前月20日までとなります。

◎町ホームページ　平均アクセス数約11,000件／月

●法令等に違反し又は抵触するおそれのあるもの　　●政治性又は宗教性のあるもの
●町の公共性、中立性および品位を損なうおそれのあるもの
●公の秩序又は善良な風俗に反するもの　　　　　　●意見広告又は個人の宣伝に関するもの
その他広告を掲載することが適当でないと町長が認めるものは掲載できません。

掲載できない広告

１段枠、２色
縦50mm×横180mm

１回

３回連続

６回連続

12回連続

20,000円

50,000円

100,000円

180,000円

１ヶ月

３ヶ月連続

６ヶ月連続

12ヶ月連続

10,000円

25,000円

50,000円

90,000円

１回

３回連続

６回連続

12回連続

 10,000円

 25,000円

 50,000円

 90,000円

バナー広告
縦60ピクセル×横120ピクセル

半段枠、２色
縦50mm×横88mm
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宮城県多賀城市からがれきの受入れで感謝状

　昨年11月に行われた、第44回日本少年野球春季全

国大会栃木県支部予選において、鈴木新大君（壬生中

学校2年）、古澤　孟君（壬生中学校2年）、山田翔太

君（壬生中学校1年）が所属する鹿沼ボーイズが見事優

勝し、その報告に町長室を訪れました。

　鹿沼ボーイズは、3月26日より東京都・埼玉県で開

催されます全国大会に出場いたします。３名の今後の

さらなる活躍が期待されます。

硬式野球で全国大会に出場！

　12月22日、壬生中央公民館で町内在住の小学校
４年生から６年生の17名の児童が町の外国語指導
助手（ＡＬＴ）と英語漬けの１日を過ごしました。
　このプログラムは、町教育委員会の事業で、３
人のＡＬＴが講師となり、料理や、ゲーム、劇等
の活動をしながら、子ども達に、まる1日英語で過
ごす体験をしてもらおうと実施しました。
　当日は、クリスマスに関連した歌や伝言ゲーム
を行いました。また、「スノーマン」「赤鼻のト
ナカイ」の英語劇を実施し、最後にご家族の方に
発表会として見ていただきました。

第３回イングリッシュ・プログラム
“まる１日英語で過ごそう！”

すず  き  あら  た

　東日本大震災で発生した宮城県多賀城市のがれきの処理

が完了したことを受けて、宮城県多賀城市の菊地健次郎市

長から、１月８日の賀詞交歓会で感謝状が壬生町に贈られ

ました。

　町では、栃木県の要請を受けて、安全性の確認をしながら、

平成24年12月３日から平成25年７月25日の間で、

960.66トンの木くずを受入れ、多賀城市のがれきの処理

に貢献しました。

ふるさわ    はじめ やま だ しょうた

○壬生町水道施設維持管理業務
○壬生町清掃センター焼却設備運転管理業務

○日本下水道協会賛助会員 ○日本下水道処理施設管理業協会会員 ○東京商工会議所会員

昭和49年2月設立 維持管理業全般 35年の実績
本　　　社：〒150-0022　東京都渋谷区恵比寿南2-1-8　恵比須OTビル6階
栃木営業所：〒323-0807　栃木県小山市城東1-1-32-102

写真左より山田君、古澤君、鈴木君
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　10月17日、宇都宮市文化会館で行わ

れた表彰式において、壬生町から交通安

全功労者・交通安全功労団体等の表彰式

が実施されました。

　この交通安全功労表彰は、長年にわた

り交通安全活動の推進に貢献的な尽力をし、

交通道徳の普及高揚に功績のあった個人・

団体に贈られるもので、今年は右の方々

が受賞されました。

「栃木県警察本部長・栃木県交通安全協会長」の表彰

　１月24日に壬生町羽生田地内で発生した死亡事

故を受け、同月28日に道の駅みぶ「みぶハイウエ

ーパーク」において、壬生町交通安全協会（田中

作蔵会長）と栃木警察署との合同により、来場者

に対して交通安全のチラシや啓発用品を配布し、

町内並びに町外の皆さんに安全運転を呼びかけな

がら、街頭広報を実施しました。

交通安全の緊急街頭広報活動を実施

おおがきみつ え        かわ の   べ  つね お       しのはらとみ  た  ろう

　鯉沼玲子氏（鹿島）が、平成26年１月１日付けで法務大臣
から人権擁護委員に再委嘱されました。
　人権擁護委員は、地域の皆さんの人権に関する悩みごとな
どの相談に応じるほか、街頭啓発活動や小・中学生を対象と
した人権講話・ビデオフォーラムなどを通して、人権の大切
さについての理解を深めてもらうなど、人権意識の高揚にも
務めています。

人権擁護委員に鯉沼玲子氏が再委嘱
こいぬまれい こ

◆栃木県警察本部長・栃木県交通安全協会長表彰（敬称略）
　交通安全功労者　　大垣光枝　河野邉恒雄　篠原富太郎
　交通安全功労団体　株式会社　高田運送

左から篠原さん、河野邉さん、高田運送さん、大垣さん

さくぞう

た  なか
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１
月
５
日
、
壬
生
中
央
公
民
館
に
お
い
て
、
書
初
め
席

書
大
会
実
行
委
員
会
（
委
員
長
　
谷
田
部
龍
峰
氏
）
主
催

の
第
３
回
新
春
書
初
め
席
書
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
壬
生
町
在
住
在
学
の
小
中
高
校
生
57
名
が
参
加
し
、

新
春
に
ふ
さ
わ
し
く
力
強
い
書
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　
優
良
賞
以
上
の
方
々
は
次
の
通
り
で
す
。
（
敬
称
略
）

　
　
　
　
　
力
を
発
揮
で
き
る
食
事
づ
く

り
　
〜
自
分
で
作
っ
て
み
よ
う
お
弁
当
〜
」

を
テ
ー
マ
と
し
た
講
座
を
、
1
月
19
日（
日
）

中
央
公
民
館
で
開
催
し
ま
し
た
。

　
参
加
し
た
中
学
生
は
38
名
（
男
子
2
名
、

女
子
36
名
）
、
講
師
は
町
内
小
中
学
校

の
栄
養
教
諭
、
学
校
栄
養
職
員
4
名
（
大

島
久
美
子
先
生
、
栃
木
晴
美
先
生
、
伊
澤

和
子
先
生
、
池
　
久
美
子
先
生
）
、
そ
し

て
子
育
て
支
援
グ
ル
ー
プ
「
ポ
ケ
ッ
ト
」

の
皆
様
が
活
動
を
支
援
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

　
中
学
生
は
「
お
弁
当
の
キ
・
ホ
・
ン
」

や
お
弁
当
を
つ
く
る
楽
し
さ
を
、
調
理
実

習
を
と
お
し
て
学
び
ま
し
た
。
や
が
て
い

つ
か
は
親
の
立
場
と
な
る
中
学
生
に
と
っ

て
、
こ
れ
か
ら
の
家
庭
教
育
に
つ
い
て
、

食
生
活
の
面
か
ら
考
え
る
、
貴
重
な
き
っ

か
け
づ
く
り
に
な
り
ま
し
た
。

　【
参
加
し
た
中
学
生
の
感
想
】

・
大
人
に
な
っ
た
ら
、
お
弁
当
も
つ
く
 

　
る
と
思
う
の
で
、
「
主
食
・
主
菜
・
副

　
菜
」
も
忘
れ
ず
に
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て

　
作
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

・
お
弁
当
を
作
る
う
え
で
大
切
な
こ
と
、

　
注
意
す
べ
き
こ
と
が
分
か
り
、
将
来

　
に
役
立
つ
こ
と
が
学
べ
ま
し
た
。

・
栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
の
は
と

　
て
も
難
し
か
っ
た
で
す
。
こ
の
よ
う

　
な
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
弁
当
を
試
合

　
の
あ
る
日
、
毎
回
作
っ
て
く
れ
る
母
 

　
に
感
謝
し
た
い
で
す
。

中
学
生
対
象
「
子
育
て
・
親
育
ち
講
座
」

　
　
　
〜
応
援
し
ま
す
！
　
未
来
に
つ
な
が
る
家
庭
教
育
〜

　

な
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み
　

さ
き

　

た
　

し
ろ
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みどり葬祭
■当社安置所利用無料■

■みどり葬祭ファミリークラブのご案内■
入会金・年会費・月々の積立一切なし
※事前相談、御見積をお勧めいたします所在：〒321－0165　宇都宮市緑３－１－10

３６５日
２４時間受付
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安塚小３年
高田　凌杜

安塚小５年
鈴木　絢菜
すず　き　　　あや　な

た か　だ　　　り く　と

今回協定を締結した小売企業

・株式会社　新優本店
・株式会社　ヤオハン
・株式会社　カワチ薬品
・株式会社　カスミ
・株式会社　ダイドードリンコサービス関東
・ファミリーランド21　壬生店

以前より協定を締結している小売企業

・とちぎコープ生活協同組合
・イオン株式会社ジャスコ
・株式会社東武宇都宮百貨店
・株式会社福田屋百貨店

　１月30日（木）に町内の
各事業所と「災害時にお
ける物資提供等に関する
協定」の調印式を行いま
した。
　災害が起こったときに
避難所へできるだけ速やかに物資を提供して
いただけるようにするための協定です。
　東日本大震災以降、災害時における各事業
所との連携の必要性が指摘されています。既
に４事業所が壬生町と同様の内容の協定を締
結しています。今回の協定の締結式は新たに
６事業所との災害時における協力関係を築く
ものです。


